
令和４年 第 16回 福岡市東区選挙管理委員会 

 

 

11月５日（土） 

 

 

【 議   題 】 

 

 

１ 議案第 80号   選挙人名簿から抹消する者について 

 

２ 議案第 81号   選挙人名簿に登録する者について 

 

３ 議案第 82号  福岡市長選挙における期日前投票所の投票立会人の選任に

ついて         

 
４ 議案第 83号    福岡市長選挙における投票立会人の選任について 
 

５ 議案第 84号  福岡市長選挙における投票管理者及びその職務代理者の選

任について  
 

６ 議案第 85号    福岡市長選挙における開票管理者及びその職務代理者の選

任について 

 

７ 議案第 86号  福岡市長選挙におけるポスター掲示場の設置場所の変更に

ついて 

 

 

 

 

 

 

＜ 次 回 ＞ 

     委員会  令和４年 11月６日（日）午後６時 00分～ 



議案第 80号   

 

選挙人名簿から抹消する者について 

 

 選挙人名簿から次の者を抹消する。 

 

  令和４年 11月５日 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺 裕 江 

 

１ 抹消する者の数      915人 

  内訳 死亡者        124人 

     市外転出者     791人 

 

２ 抹消する者の氏名等  別紙のとおり 

 

３ 抹消年月日      令和４年 11月５日 

 

（根 拠） 

・議決 公職選挙法第 28条の規定による。 

第二十八条 (登録の抹消)  

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者

について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ち

に選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第四号に該

当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。 

一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所

を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。 

三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外

選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。 

四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 

※前条第一項の規定 

第二十七条(表示及び訂正等) 

  （一部略）市町村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、

直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。 
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議案第 81号 

 

   選挙人名簿に登録する者について 

 

 令和４年 11 月５日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、

次のとおり選挙人名簿に登録する。 

 

  令和４年 11月５日  

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺 裕 江 

 

１ 登録する者の数    2,325人 

 

２ 登録する者の氏名等  別紙のとおり 

 

３ 登録年月日      令和４年 11月５日 

 

 

（根 拠） 

・ 議決 公職選挙法第 22条第３項の規定による。 

第二十二条第三項（登録） 

   市町村の選挙管理委員会は，選挙を行う場合には，政令で定めるところに

より，当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)が定める日現在

(略)により，当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙

時登録の基準日に選挙人名簿に登録しなければならない。 

 

※ 登録される資格を有する者 

 第二十一条第一項（被登録資格等） 

選挙人名簿の登録は，当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の

日本国民で，その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き

三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。 

 





議案第 82号 

 

   福岡市長選挙における期日前投票所の投票立会人の選任について 

 

 令和４年 11 月 20 日執行予定の福岡市長選挙における東区の期日前投票所の

投票立会人を次のように選任する。 

 

  令和４年 11月５日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺 裕 江  

 

 

別紙のとおり 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第 48 条の２第５項による読替後の第 38 条第１項の規

定による。 

第三十八条(投票立会人) 

 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に

登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を

選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。 

 

 第四十八条の二(期日前投票) 

５ 第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合において

は、次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

える（省略）。 

第三十八条第一

項 

各投票区における選挙人名

簿に登録された者 

選挙権を有する者 

二人以上五人以下 二人 

前三日まで の公示又は告示の

日 

 

 

 



投票に立ち会うべき日 立会時間 氏　　名 党　派

福岡市東区 波多野　史朗 無所属

福岡市東区 平井　幸雄 無所属

福岡市東区 木藤　孝祐 無所属

福岡市東区 荒木　賢市 無所属

福岡市東区 平井　幸雄 無所属

福岡市東区 荒木　賢市 無所属

福岡市東区 波多野　史朗 無所属

福岡市東区 木藤　孝祐 無所属

福岡市東区 平井　幸雄 無所属

福岡市東区 荒木　賢市 無所属

福岡市東区 平井　幸雄 無所属

福岡市東区 木藤　孝祐 無所属

福岡市東区 波多野　史朗 無所属

福岡市東区 荒木　賢市 無所属

福岡市東区 波多野　史朗 無所属

福岡市東区 荒木　賢市 無所属

福岡市東区 平井　幸雄 無所属

福岡市東区 木藤　孝祐 無所属

福岡市東区 平井　幸雄 無所属

福岡市東区 荒木　賢市 無所属

福岡市東区 波多野　史朗 無所属

福岡市東区 木藤　孝祐 無所属

福岡市東区 平井　幸雄 無所属

福岡市東区 荒木　賢市 無所属

福岡市東区 波多野　史朗 無所属

福岡市東区 木藤　孝祐 無所属

令和4年11月9日

期日前投票所における投票立会人一覧表

令和4年11月7日

令和4年11月8日

令和4年11月10日

令和4年11月11日

福岡市東区役所別館３階301会議室

午前８時30分～午後８時

午前８時30分～午後８時

住　　　　所

令和4年11月18日

令和4年11月19日

午前８時30分～午後８時

午前８時30分～午後８時

午前８時30分～午後８時

午前８時30分～午後８時

午前８時30分～午後８時

令和4年11月12日 午前８時30分～午後８時

令和4年11月13日 午前８時30分～午後８時

令和4年11月14日 午前８時30分～午後８時

令和4年11月15日 午前８時30分～午後８時

令和4年11月16日 午前８時30分～午後８時

令和4年11月17日 午前８時30分～午後８時



投票に立ち会うべき日 立会時間 住　　　　所 氏　　名 党　派

福岡市東区 山本　幸子 無所属

福岡市東区 中川　和博 無所属

福岡市東区 綿井　修 無所属

福岡市東区 秋吉　功二郎 無所属

福岡市東区 山本　幸子 無所属

福岡市東区 秋吉　功二郎 無所属

福岡市東区 大西　静香 無所属

福岡市東区 綿井　修 無所属

福岡市東区 中川　和博 無所属

福岡市東区 秋吉　功二郎 無所属

福岡市東区 大西　静香 無所属

福岡市東区 秋吉　功二郎 無所属

福岡市東区 山本　幸子 無所属

福岡市東区 綿井　修 無所属

福岡市東区 大西　静香 無所属

福岡市東区 中川　和博 無所属

令和4年11月12日 午前10時～午後８時

令和4年11月13日 午前10時～午後８時

期日前投票所における投票立会人一覧表

なみきスクエア１階交流ロビー

令和4年11月14日 午前10時～午後８時

令和4年11月15日 午前10時～午後８時

令和4年11月16日 午前10時～午後８時

令和4年11月17日 午前10時～午後８時

令和4年11月18日 午前10時～午後８時

令和4年11月19日 午前10時～午後８時



投票に立ち会うべき日 立会時間 住 所 氏　名 党　派

福岡市東区 清藤　誉 無所属

福岡市西区 武末　美海 無所属

福岡市東区 石川　諒太郎 無所属

北九州市小倉南区 中村　拓睦 無所属

北九州市若松区 髙橋　広樹 無所属

糟屋郡篠栗町 森　千咲 無所属

福岡市西区 武末　美海 無所属

北九州市小倉南区 中村　拓睦 無所属

北九州市若松区 髙橋　広樹 無所属

福岡市東区 石川　諒太郎 無所属

北九州市若松区 髙橋　広樹 無所属

北九州市小倉南区 中村　拓睦 無所属

北九州市若松区 髙橋　広樹 無所属

糟屋郡篠栗町 森　千咲 無所属

福岡市東区 清藤　誉 無所属

福岡市西区 武末　美海 無所属

期日前投票所における投票立会人一覧表

福岡市役所１階市民ロビー

令和4年11月12日 午前10時～午後７時

令和4年11月13日 午前10時～午後７時

令和4年11月14日 午前10時～午後７時

令和4年11月15日 午前10時～午後７時

令和4年11月16日 午前10時～午後７時

令和4年11月17日 午前10時～午後７時

令和4年11月18日 午前10時～午後７時

令和4年11月19日 午前10時～午後７時



投票に立ち会うべき日 立会時間 住　　　　所 氏　　名 党　派

福岡市東区 中園　正志 無所属

福岡市東区 加藤　誠二 無所属

福岡市東区 古賀　保子 無所属

福岡市東区 中園　正志 無所属

福岡市東区 古賀　保子 無所属

福岡市東区 加藤　誠二 無所属

福岡市東区 中園　正志 無所属

福岡市東区 加藤　誠二 無所属

福岡市東区 今林　隆雄 無所属

福岡市東区 中園　正志 無所属

福岡市東区 今林　隆雄 無所属

福岡市東区 古賀　保子 無所属

福岡市東区 古賀　保子 無所属

福岡市東区 加藤　誠二 無所属

福岡市東区 中園　正志 無所属

福岡市東区 加藤　誠二 無所属

令和4年11月17日 午前10時～午後７時

令和4年11月18日 午前10時～午後７時

令和4年11月19日 午前10時～午後７時

令和4年11月14日 午前10時～午後７時

令和4年11月15日 午前10時～午後７時

令和4年11月16日 午前10時～午後７時

期日前投票所における投票立会人一覧表

イオンモール香椎浜２階イオンホール

令和4年11月12日 午前10時～午後７時

令和4年11月13日 午前10時～午後７時



議案第 83号 

 

   福岡市長選挙における投票立会人の選任について 

 

 令和４年 11 月 20 日執行予定の福岡市長選挙における東区の各投票区の投票

立会人を次のように選任する。 

 

  令和４年 11月５日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺 裕 江 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第 38条第１項の規定による。 

第三十八条(投票立会人) 

市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録 

された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任

し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。 

 

 













議案第 84号 

 

   福岡市長選挙における投票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

 令和４年 11 月 20 日執行予定の福岡市長選挙における東区の各投票区の投票

管理者及びその職務代理者を次のように選任し、告示する。 

 

  令和４年 11月５日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺 裕 江  

 

別紙のとおり 

 

（根拠） 

・議決 公職選挙法第 37条第２項及び同法施行令第 24条第１項の規定による。 

・告示 公職選挙法施行令第 25条の規定による。 

公職選挙法 

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。 

２ 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選

任した者をもつて、これに充てる。 

 

公職選挙法施行令 

第二十四条 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票

管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する

者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 

 

第二十五条 市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一

項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合に

は、直ちにその者の住所及び氏名(二人以上の投票管理者又は二人以上の投

票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたとき

は、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を

告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認める

ときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えるこ

とができる。 

 



令和４年１１月２０日執行予定　福岡市長選挙
投票管理者・投票管理者職務代理者一覧

住　所 氏　名 住　所 氏　名

1 馬出第一 福岡市南区 楢木　伸昌 福岡市西区 一坊寺　さくら

2 馬出第二 福岡市中央区 中原　真由美 福岡市博多区 藤吉　琉聖

3 箱崎第一 福岡市西区 岩崎　砂織 筑紫野市 田尻　陵介

4 箱崎第二 福岡市東区 中村　裕子 福岡市南区 菅野　祐太

5 箱崎第三 福岡市早良区 川地　徹 福岡市南区 森　和貴

6 筥松第一 福岡市中央区 大木　奈穂 福岡市西区 松﨑　佑華

7 筥松第二 福岡市博多区 吉田　一哉 福岡市中央区 川村　啓子

8 筥松第三 福岡市城南区 水本　直美 福岡市中央区 城山　有美

9 松島第一 糟屋郡新宮町 髙村　美穂 福岡市博多区 渡邉　麻由佳

10 松島第二 福岡市西区 原田　秀夫 那珂川市 福原　成和

11 名島第一 福岡市中央区 野口　聖子 太宰府市 野中　隆宏

12 名島第二 福岡市南区 中原　泰恵 福岡市早良区 平嶋　宏樹

13 千早 福岡市城南区 原　賢治 福岡市博多区 有馬　沙季

14 千早西 福岡市中央区 岩本　聡美 春日市 河津　三保樹

15 香陵 古賀市 小山　美由 太宰府市 岩永　夏輝

16 香椎浜 福岡市西区 小南　義宣 福岡市中央区 光武　健太

№ 投票区名
投票管理者 投票管理者職務代理者



令和４年１１月２０日執行予定　福岡市長選挙
投票管理者・投票管理者職務代理者一覧

住　所 氏　名 住　所 氏　名
№ 投票区名

投票管理者 投票管理者職務代理者

17 城浜 那珂川市 寺田　太 福岡市博多区 次郎丸　将史

18 多々良第一 福岡市早良区 遠山　麻津美 糟屋郡須惠町 古後　詩園

19 多々良第二 福岡市東区 小林　可奈子 福岡市早良区 森永　彩加

20 八田 福岡市城南区 増崎　慎也 春日市 後藤　健

21 青葉第一 福岡市西区 高城　雅治 福岡市中央区 山本　賢

22 青葉第二 福岡市博多区 野元　正子 福岡市南区 萩原　志都子

23 舞松原第一 福岡市南区 川本　晃靖 福岡市博多区 前田　希望

24 舞松原第二 福岡市西区 宮﨑　剛 福岡市東区 甲斐田　剛

25 若宮第一 福岡市中央区 菊池　千香 福岡市早良区 水鳥　悠一郎

26 若宮第二 福岡市早良区 伊藤　拓巳 福岡市城南区 大本　健司

27 香椎第一 福岡市西区 吉本　朋美 福岡市博多区 中村　芳子

28 香椎第二 福岡市西区 浦上　卓也 福岡市中央区 古賀　浩嗣

29 香椎下原第一 福岡市西区 椙本　由美子 福岡市中央区 柴田　大裕

30 香椎下原第二 福岡市早良区 井樋　美詠子 福岡市南区 粟屋　真紀

31 香椎東第一 福岡市早良区 城　麻恵 福岡市博多区 岩村 倫

32 香椎東第二 大牟田市 吉冨　信幸 福岡市中央区 松原　加奈枝



令和４年１１月２０日執行予定　福岡市長選挙
投票管理者・投票管理者職務代理者一覧

住　所 氏　名 住　所 氏　名
№ 投票区名

投票管理者 投票管理者職務代理者

33 香住ケ丘第一 福岡市西区 兼重　俊宏 福岡市博多区 垣添　雅仁

34 香住ヶ丘第二 福岡市南区 末武　由美子 福岡市東区 石橋　賢一

35 和白第一 福岡市博多区 萬　浩一 福岡市南区 山田　美智代

36 和白第二 福岡市城南区 石田　佳緒里 福岡市中央区 脇山　奈奈

37 三苫 筑紫野市 大庭　直人 糟屋郡新宮町 望月　雅斗

38 奈多第一 福岡市南区 松永　貴司 福岡市中央区 森口　大輔

39 奈多第二 福岡市城南区 古川　茂 福岡市早良区 伊藤　有以

40 美和台第一 福岡市中央区 足立　雄基 福岡市西区 宮本　由加

41 美和台第二 福岡市中央区 茅野　美佐 福岡市西区 渡邉　恭子

42 和白東第一 福岡市西区 山下　将智 福岡市博多区 瓜生　瑞季

43 和白東第二 福岡市早良区 川口　昌子 福岡市城南区 白水　千穂

44 西戸崎第一 福岡市南区 伊藤　誠樹 福岡市博多区 右田　賢弘

45 西戸崎第二 久留米市 杉田　俊雄 大野城市 前田　真一

46 志賀第一 福岡市東区 成田　永代 福岡市城南区 河野　友華

47 志賀第二 福津市 井上　元博 福岡市東区 平川　千尋

48 志賀第三 福岡市南区 築地　賢児 福岡市城南区 原田　治



令和４年１１月２０日執行予定　福岡市長選挙
投票管理者・投票管理者職務代理者一覧

住　所 氏　名 住　所 氏　名
№ 投票区名

投票管理者 投票管理者職務代理者

49 照葉第一 筑紫野市 福永　浩司 福岡市中央区 古賀　太郎

50 照葉第二 福津市 山下　佳奈 福岡市早良区 野中　亜裕美



議案第 85号 

 

   福岡市長選挙における開票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

 令和４年 11 月 20 日執行予定の福岡市長選挙における東区開票区の開票管理

者及びその職務代理者を次のように選任し、告示する。 

 

  令和４年 11月５日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺 裕 江 

 

 

別紙のとおり 

 

 

（根拠） 

・議決 公職選挙法第 61条第２項及び同法施行令第 67条第１項の規定による。 

・告示 公職選挙法施行令第 68条の規定による。 

公職選挙法 

第六十一条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。 

２ 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理

委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 

 

公職選挙法施行令 

第六十七条 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票

管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙

権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 

 

第六十八条 市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項

の規定又は第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定

により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ち

にその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の

告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住

所の全部の告示に代えることができる。 

 



令和４年 11 月 20日執行予定 福岡市長選挙 開票管理者及びその職務代理者 

 

開票管理者 開票管理者の職務代理者 

住 所 氏 名 住 所 氏 名 

福岡市南区 古庄 美智子 福岡市城南区 古藤 久英 

 



議案第 86号 

 

   福岡市長選挙におけるポスター掲示場の設置場所の変更について 

 

 令和４年 11 月 20 日執行予定の福岡市長選挙におけるポスター掲示場の設置

場所を次のように変更し、告示する。 

 

  令和４年 11月 20日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺 裕 江 

 

 

別紙のとおり 

 

（根拠） 

 ・議決及び告示  公職選挙法第 144条の２の規定による 

公職選挙法 

第百四十四条の二 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又

は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三

条第一項第五号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補

者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。 

 

２ 前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、

政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、

特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議

の上、その総数を減ずることができる。 

 

３ 第一項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定

める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。 

 

４ 市町村の選挙管理委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、直ちに、

その掲示場の設置場所を告示しなければならない。 

 

５ 公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選

挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を



管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定め、あらかじめ告示する日

から第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターそれぞれ一枚を

掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポ

スターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対

し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。 

 

６ 前項の場合において、公職の候補者一人が掲示することができる掲示場

の区画は、縦及び横それぞれ四十二センチメートル以上とする。 

 

７ 前各項に規定するもののほか、第一項の掲示場におけるポスターの掲示

の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務

を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に

関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。 

 

８ 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議

員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところによ

り、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。 

 

９ 都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場

合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内

において、政令で定めるところにより算定しなければならない。ただし、特

別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定

めるところにより、その総数を減ずることができる。 

 

１０ 第三項から第七項までの規定は、第八項の規定によりポスターの掲示

場を設置する場合について、準用する。 

 



１.変更前 

投 票 区 設 置 場 所 

9 松島第一 ８ 福岡市東区松島一丁目 23番 住宅前歩道フェンス 

 

 

 

２.変更後 

投 票 区 設 置 場 所 

9 松島第一 ８ 福岡市東区松島一丁目 22番 住宅前歩道フェンス 
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